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議案第２３号  

 

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の臨時特例条例の制定に

ついて 

 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の臨時特例条例を次のように定める。 

２０１６年（平成２８年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の臨時特例条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和３２年藤

沢市条例第２９号）に規定する市長の給料月額の特例を定めるものとする。 

 （給料月額） 

第２条 平成２８年９月１日から同月３０日までの間における市長の給料月額は，

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例第３条第１号の規定にかかわらず，

同号に規定する額からその１０分の５に相当する額を減じた額とする。 

 （適用除外） 

第３条 前条の規定は，給料以外の給与については，適用しない。 

 附 則 

１ この条例は，公布の日から施行し，平成２８年９月１日から適用する。 

２ この条例は，平成２８年９月３０日限り，その効力を失う。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，市長の給料月額を１月間減額する必要による。 

 


